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簡易公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示 

(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く)) 

 

次のとおり技術提案書の提出を招請します。 

 

令和8年5月20日 

分任支出負担行為担当官 

北陸地方整備局 飯豊山系砂防事務所長  木伏重男 

 

１．業務概要 

 

(1) 業務名 令和８年度小坂町第一宿舎内部改修設計業務（電子入札対象案件） 

（電子契約対象案件） 

 

(2) 業務内容   本業務は、飯豊山系砂防事務所で計画されている小坂町第一宿舎（小国寮）の

模様替え改修の基本設計及び実施設計を行うものである。 

 

(3) 履行期間 契約締結の翌日から令和9年2月26日まで 

 

(4) 本業務は提出資料等を電子入札システムで行う対象業務である。 

なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に変えるもの

とする。 

 

(5) 本業務は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象業務
である。 
なお、電子契約システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えること

ができる。 

 

(6) 本業務はワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価を行う業務である。 

 

(7) 本業務は、若手技術者の育成支援を目的として、予定管理（主任）技術者の随行者として予

定担当技術者又は技術提案書提出者と直接的雇用関係がある若手技術者を技術提案書のヒアリ

ングに参加させたい場合、技術提案書提出者からの申し出により参加を認める試行業務である

。 

 

(8) 本業務は、賃金等の変動に対処するための「建設コンサルタント業務等における賃金等の変

動に基づく業務委託料の変更の取扱いについて（試行）」（令和7年12月 3日付国官技309号、

国官総第182号、国営整第141号、国港総第501号、国港技第78号、国空予管第991号、国空

空技第379号及び国空交企第267号）の試行業務である。 

なお、詳細については、特記仕様書によるものとする。 

 

２．参加資格 

(1) 技術提案書を提出しようとする者は、以下のアに掲げる資格を満たしている単体企業、又は

イに掲げる資格を満たしている設計共同体であること。 
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ア．単体企業 

1) 予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第70条及び第71条の規定に該当しな

い者であること。 

2) 北陸地方整備局（港湾空港関係事務に関することを除く）における令和７・８年度の建

築関係建設コンサルタント業務に係る一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けている

者であること。 

3) 参加表明書の提出期限の日から見積合わせの時までの期間に、北陸地方整備局長から指

名停止の措置を受けている期間中でないこと。 

4) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国

土交通省発注の公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと

。 

5) 建築士法（昭和25年 法律第 202号）第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録

を行っていること。 

 

イ．設計共同体 

以下に掲げる条件を満たしている者により構成される設計共同体であって、「競争参加者

の資格に関する公示」（令和7年10月 1日付け北陸地方整備局長） 

（https://www.hrr.mlit.go.jp/keiyaku/JV_shinsei/sankasikaku_kouji.pdf）に示すとこ

ろにより北陸地方整備局長から令和８年度小坂町第一宿舎内部改修設計業務に係る設計共同体

としての競争参加者の資格（以下「設計共同体としての資格」という。）の認定を受けている

ものであること。 

1) 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 

2) 北陸地方整備局（港湾空港関係事務に関することを除く）における令和７・８年度の建

築関係建設コンサルタント業務に係る一般競争（指名競争）参加資格の認定を構成員それ

ぞれが受けている者であること。 

3) 参加表明書の提出期限の日から見積合わせの時までの期間に、北陸地方整備局長から指

名停止の措置を受けている期間中でないこと。 

4) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国

土交通省発注の公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと

。 

5) 建築士法（昭和25年 法律第 202号）第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録

を行っていること。 

 

(2) 技術提案書を提出しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。（業務説明書参

照） 

なお、本業務に参加できないにもかかわらず、特定に至った場合においては、指名停止要

領に基づく指名停止等を行うことがある。 

 

３．技術提案書の提出者を選定するための基準 

(1) 配置予定の技術者の資格  

 

(2) 配置予定の技術者の経験及び能力 

同種又は類似業務の実績の内容、担当した業務の業務成績、表彰、手持ち業務の状況 
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４．技術提案書を特定するための評価基準 

(1) 配置予定の技術者の資格 

 

(2) 配置予定の技術者の経験及び能力 

同種又は類似業務の実績の内容、担当した業務の業務成績、表彰、手持ち業務の状況、Ｃ

ＰＤ 

 

(3) 業務実施方針及び手法 

業務の理解度及び取組意欲、業務の実施方針、評価テーマに対する技術提案 

 

 

５．手続等 

(1) 担当部局 

〒９９９－１３６３ 山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町３－４８ 

北陸地方整備局 飯豊山系砂防事務所 総務課総務係 

電 話 ０２３８－６２－２５６６ 

電子メール iide-soumu01＠hrr.mlit.go.jp 

 

(2) 業務説明書等の交付期間、場所及び方法 

令和 8 年 5 月 20 日（水）から令和 8 年 6 月 26 日（金）までの土曜日、日曜日及び祝日を

除く毎日、9時00分から17時00分まで。 

説明書等は、電子入札システムからダウンロードすることにより交付する。 

運用及び操作の詳細については以下のアドレスを参照のこと。 

アドレス：https://www.e-bisc.go.jp/ 

なお、電子入札システムからダウンロードできない場合は、５．(1)に電話、電子メー

ルにより申し込むこと。ただし、電子メールによる場合は、必ず着信確認を行うこと。 

交付方法：交付期間内に必着で、切手を添付した返信用封筒及びＣＤ等を同封し、５．

(1)へ郵送すること。ＣＤ等に複製したものを折り返し郵送する。（窓口交付

は行わない。） 

 

(3) 参加表明書の提出期限並びに提出場所及び方法 

令和 8 年 6 月 1 日（月）13 時 00 分までに電子入札システムにより提出すること。ただし

、発注者の承諾を得て郵送（書留郵便等の配達記録が残るものに限る。）又は電子メールに

より提出する場合は、令和 8 年 6 月 1 日(月）13 時 00 分までに必着で５．(1)に 1 部を郵送

、又は電子メールにより提出すること。電子メールによる場合は、必ず着信確認を行うこと

。ＦＡＸによる提出は受け付けない。 

 

(4) 技術提案書の提出期限並びに提出場所及び方法 

令和 8年 6月 29 日（月）13時 00分までに電子入札システムにより提出すること。ただし

、発注者の承諾を得て郵送（書留郵便等の配達記録が残るものに限る。）又は電子メールに

より提出する場合は、令和8年 6月 29日(月）13時 00 分までに必着で５．(1)に 1部を郵送

、又は電子メールにより提出すること。電子メールによる場合は、必ず着信確認を行うこと



 4

。ＦＡＸによる提出は受け付けない。 

 

 

６．その他 

(1) 手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

 

(2) 契約保証金 納付（保管金の取扱店 日本銀行米沢代理店（山形銀行 米沢支店））。ただ 

し、利付国債の提供（取扱官庁 北陸地方整備局）又は金融機関若しくは保証事業 

会社の保証（取扱官庁 北陸地方整備局飯豊山系砂防事務所）をもって契約保証金 

の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又 

は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 

 

(3) 契約書作成の要否 要。 

 

(4) 当該業務に直接関連する他の設計業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方との随意契

約により締結する予定の有無 有（小坂町第一宿舎内部改修設計その２業務） 

本業務は、上記随意契約予定の小坂町第一宿舎内部改修設計その２業務の予定業務量を含め

た業務量をもって、簡易公募型の手続とするものである。 

 

(5) 関連情報を入手するための照会窓口 ５．(1)担当部局に同じ。 

 

(6) ２．(1) ア．に掲げる一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていない単体企業又は、

２．(1)イ．に掲げる設計共同体としての資格の認定を受けていないもの（一般競争（指名競争

）参加資格の認定を受けていない単体企業を構成員とする場合を含む。）も５．(3)により参加

表明書を提出することができるが、その者が技術提案書の提出者として選定された場合であっ

ても、技術提案書を提出するためには、技術提案書の提出の時において、当該資格の認定を受

けていなければならない。 

 

(7) 詳細は、説明書による。 

 

                                                                                以 上 


